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令和６年分政党交付金の変更決定等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年１０月２８日（選挙基準日）現在における政党の届出に基づく各政党への政党交付

金の変更決定額及び交付決定額は、以下のとおりです。 

 

  ○変更決定（継続して政党交付金の交付を受ける政党） 

 

自 由 民 主 党 15,650,699,000 円 

立 憲 民 主 党 7,056,331,000 円 

日 本 維 新 の 会 3,364,254,000 円 

公 明 党 2,865,906,000 円 

国 民 民 主 党 1,263,081,000 円 

れ い わ 新 選 組 677,423,000 円 

社 会 民 主 党 287,517,000 円 

参 政 党 243,846,000 円 

 

  ○交付決定（政党としての要件を満たすこととなった政党） 

 

日 本 保 守 党 28,815,000 円 

 

 
（注１）変更決定項目内の政党の記載順は、令和６年分変更決定額の金額順です。 
 
（注２）令和６年分政党交付金の１回目の交付は４月１９日に、２回目の交付は７月１９日に、３回目の

交付は１０月１８日にそれぞれ行われています。 
 
（注３）変更決定に係る上記８政党の政党交付金については、政党からの請求に基づき、４回目の交付分

として、変更決定額から４月、７月及び１０月の既交付額を控除した額が１２月２０日に交付され
ます。 

 
（注４）新たに交付決定された日本保守党については、同党からの請求に基づき、上記交付決定額が１２

月２０日に交付されます。 
 

令和６年１０月２７日に第５０回衆議院議員総選挙が執行されたことに伴い、政党助成法

（平成６年法律第５号）の規定に基づき、政党交付金の交付を受けようとする９政党から、

選挙基準日※１現在における各政党の組織等に関する事項について届出がありました※２。 

この届出に基づき、各政党へ交付すべき政党交付金の額について、本日、変更決定及び交

付決定を行いました。 
  ※１ 総選挙の期日の翌日又は当該選挙により選出された衆議院議員の任期の初日のうちいずれか遅い日。 

     今回は総選挙の期日の翌日となる１０月２８日。 

  ※２ 令和６年１１月１３日公表「政党助成法に基づく政党の届出（令和６年１０月２８日現在）の概要」 

 （連絡先） 

 自治行政局選挙部政党助成室 

 電話：（代表）03-5253-5111 

    （直通）03-5253-5582 

    （E-mail）senkyo.shikin＠soumu.go.jp 

 （注）迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変え 

ています。「＠」を「@」に置き換えてください。 



（単位：千円）

政 党 名

（ 略 称 ） （A） 比率（％） （B） （Ａ）－（Ｂ） 増減率（％）

自 由 民 主 党
（ 自 民 党 ）

15,650,699 49.78 16,053,289 ▲ 402,590 ▲ 2.5

立 憲 民 主 党
（ 民 主 党 ）

7,056,331 22.45 6,835,440 220,891 3.2

日 本 維 新 の 会
（ 維 新 ）

3,364,254 10.70 3,394,448 ▲ 30,194 ▲ 0.9

公 明 党
（ 公 明 ）

2,865,906 9.12 2,908,873 ▲ 42,967 ▲ 1.5

国 民 民 主 党
（ 民 主 党 ）

1,263,081 4.02 1,119,313 143,768 12.8

れ い わ 新 選 組
（ れ い わ ）

677,423 2.15 629,349 48,074 7.6

社 会 民 主 党
（ 社 民 党 ）

287,517 0.91 288,208 ▲ 691 ▲ 0.2

参 政 党
（ 参 政 ）

243,846 0.78 189,220 54,626 28.9
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日 本 保 守 党
（ 保 守 党 ）

28,815 0.09 -                     28,815 皆増

合 計 31,437,872 100.00 31,418,140

令 和 ６ 年 分 政 党 交 付 金 変 更 決 定 額 等 の 増 減

変更決定額等
令和６年10月28日（選挙基準日）現在

当初決定額
令和６年１月１日
（基準日）現在

増 減 額

（注３）　「変更決定額等（Ａ）」と「当初決定額（Ｂ）」の合計が政党交付金予算額（約315億円）と異なるのは、「当初決定額（Ｂ）」については、令和６年10月10日に政党
　　　　助成法上の政党要件を満たさない政治団体となった「教育無償化を実現する会」の１月から12月までの算定額分（約118百万円）が含まれていないことによる
　　　　もの、「変更決定額等（Ａ）」については、「教育無償化を実現する会」の１月から10月分までの算定額分（約99百万円）が含まれていないことによるものです。
　　　　　なお、「教育無償化を実現する会」には、令和６年11月29日付けで特定交付金の交付決定を行っています。

（注１）　変更決定項目内の政党の記載順は、令和６年分変更決定額の金額順です。

（注２）　各欄の比率は表示単位未満四捨五入のため、合計と一致しない場合があります。
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